
視察等でお会いする方々からよく質問されるのは、「鶴岡市ではどう
やって官民連携がうまく出来たのですか？」 ときかれることです。
他の地域はそこがなかなかうまくいかないのでしょうか？

鶴岡市と私の関係も、H7年頃～20年以上になり、紆余屈折もあり、一冊
の本に出来るほどの物語もあります。2011年6月～、ランドバンク研究会
を市と立ち上げ、市側とのすり合わせが進み、街づくりが動き始めました。

その後はこのように、たくさんの方々からＬＢに対し、高い評価を頂きま
した。 ありがとうございます。 （自治体と民間の間には大きな価値観の
壁がありました。） その経緯がわかるか？ その当時の資料をUPしまし
たのでご参考までにご覧ください。

追伸：官と民の橋渡しをしてくれた、佐藤教授には、感謝申し上げます。
（坂本龍馬のようです）

〇官民連携について〇 【 R1.8.11 】
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NPO鶴岡ランド・バンク
の歴史

※研究会時代も含む

創 生 期



市庁舎内横断会議 + ＬＢ 2011.6～2012.6



第１回 市＋LB勉強会

（2011.6.21 にこふる）

建設部（都計・建築・土木）・市民部（環境）・福祉



市とLB研究会の研修

⚫千葉県ユーカリヶ丘のＤＶＤ研修
⚫ （ 講師：会長阿部俊夫 中心部の空洞化対策の解決の基本的考え方 ）

⚫ライフサイクルの街づくり勉強会
⚫ ・子育て世帯一戸建て→売却→駅前マンション購入

⚫ → 施設入居。 一戸建ては新若者世帯が購入 ）

⚫ ・ 利便性の良い駅前とのネットワーク。

⚫ ・ 中心部に交流用の憩い公園環境整備 etc.。



第２回 市＋LB勉強会

（2011.12.19 東庁舎）

建設部（都計・建築・土木）・市民部（環境）・福祉



ランドバンク研究会

平成２３年１２月１９日（月）

会長：阿部 俊夫

＜Vol.1＞



問題点
・狭あい道路（車社会非対応… ）

・空地（環境、イメージ、雑草、虫…）

・空家（再生、リノベーション、解体… ）

・無接道の宅地 ・行き止まり道路の宅地

・解体できない家屋 ・荒廃住宅

・危険家屋 ・除雪時の雪の扱い





目指す方向（居住人口を増やす）

●コンパクトシティー ●街中居住

★住み替え（地区内） ★近居

・コミュニティを利用した家? ・シェアハウス?

4ｍ以上（基本6ｍ）幅の道路に面した

一世帯向き 50～70坪（ 2台＋α）

二世帯向き 80坪～150坪 （ 4台＋α）

のできれば整形地の居住地を提供する

Ｐ

Ｐ



1.電 柱

交通のストレスになっている電柱



道路両側に点在する電柱



実質的道路幅は





2.道路幅員を確保していく

（スミ切りの確保も含む）



４２条２項道路

将来的には4ｍの幅員である

が現実的には所有者があと

で塀を建てたりきちんと対応

されていない

対策要

例：大工・ハウスメーカー、

建築士・不動産会社、

左官屋の啓蒙活動



宅地Ａの所有者が道路中心線

から３ｍの部分を寄付→市で受ける

側溝を作る、アスファルト舗装

測量・分筆・移転登記費用を

寄付者に要求しない

小規模連鎖型道路築造

車の交叉スペースや冬期間の

除雪置場、ゴミステーション、

電柱建柱…などに利用し

車社会に少しでも対応できるように

する。将来的に６ｍ道路を作る。



3.行き止まりの道の解消

（空家、空地が多い）



行き止まりの道を解消する



行き止まり道路を解消できる

宅地を積極的に通り抜け

できるようにする

（通路も含む）

活かす





・通路についての固定資産税などの負担をなしにする

・行き止まり道路解消道路幅員については

６ｍ幅がベストであるが、６ｍ幅分の土地の提供に

ついては減歩率などの負担が大きく、現実的に行き

止まり解消が実行できなくなる。

（通行のメリット＜土地提供の負担の大きさ）

４ｍでも基本的にＯＫ（建築基準法）

できれば６ｍ幅員をめざす（強要しない）
・ ・ ・ ・



４.条 例

開発協議基準の見直し緩和解釈も含む



昭和５２年３月３１日

（今から３４年前）

「鶴岡市土地利用に関する条例」
ができた

３０００㎡未満の
土地の開発を制限するもの

（都市計画法で３０００㎡以上が開発許可）



＜特に郊外型開発＞



（例）減歩率３０％ ２１００㎡

２１００㎡÷１０区画＝２１０㎡（約６３坪）



□平成１６年５月１４日

・新都市計画による線引き

→ 市街化調整区域の創設

・１０００㎡以上が開発許可基準
→ しかし市条例はそのまま

１０００㎡未満も開発協議と

以前のままとなった



０㎡～１０００㎡未満の道路築造は

開発協議が必要となってしまった。

（中心部でも道路又はスミ切り

１㎡でも築造すれば開発協議）

行き止まり道路の解消、

道路拡幅のできる方法は

①セットバック方式

②２項道路…でも現状は×

③土地所有者が開発協議をして測量

分筆し、道路築造工事をして寄付する

（負担が多すぎ協力を仰げない）



Vol.2 予告★住み替えサイクル利用

アパート貸家

単身 結婚 子供誕生 子育て

（ユニバーサルデザイン）

二世帯住宅 ｅｔｃ

シニア
ライフ

一戸建て

一戸建て（小ぶり・バリアフリー）、マンション

介護系？etc
子供結婚
定年退職 子供独立

賃貸派 戸建派



Vol.2 予告

★近居 （二世帯住宅ではなく、同居でなく、
スープの冷めない距離）

◎メリット
・子供を託児所（保育園に預けるよりも「親世帯」に預けたほうが安
心）
・若夫婦の収入アップ（保育園費、まとめ買い、おすそわけ、
一緒に食事、甘えて援助
・おじいさん、おばあさんの知恵袋→教育で学べないものを学べる
・家族の絆やお年寄りを大事にできる子供…親世帯の生きがいへ
・親が万一の時にすぐかけつけられる
（逆に孫が緊急事態の対処アドバイス）
・独立性が保てる

※親元近居助成制度が始まっている



Vol.３ 予告★個別カルテを作り
処方箋による治療

・危険家屋、荒廃住宅

無接道、行き止まり道路ｅｔｃ

・問題物件を個別カルテを作り

処方箋を作り、対応・解決し

ていく！治療していく

専門知識のあるプロチームを

作り対応。（不動産、建設、

建築士、司法書士、税理士など）



第３回 市＋LB勉強会

（2012.2.27 東庁舎）

建設部（都計・建築・土木）・市民部（環境）・福祉



ランドバンク研究会

平成２４年２月２７日（月）

会長：阿部 俊夫

＜Vol.2＞























向かい側に隅切りを

作るよう指導

隅切り用地の無駄

な土地ができ、交差

点も変則になってし

まった（道路中心線

も変わった）



Vol.３ 予告
★個別カルテを作り
処方による治療

・危険家屋、荒廃住宅

無接道、行き止まり道路ｅｔｃ

・問題物件を個別カルテを作り

処方を考え、対応・解決し

ていく！治療していく

専門知識のあるプロチームを

作り対応。（不動産、建設、

建築士、司法書士、税理士など）

平成23年12月19日（月）の研究会で発表



第４回 市＋LB勉強会

（2012.6.22 東庁舎）

建設部（都計・建築・土木）・市民部（環境）・福祉



ランドバンク研究会

平成２４年６月２２日（金）

会長：阿部 俊夫



神明町9番地内危険建物

解体工事レポート

（平成24年）





○Ｈ２４年１月～

権利者のと面談開始

○Ｈ２４年２月末日

権利者全員の解体の同意

（しかし解体費資金捻出できず）

○Ｈ２４年３月～４月末日

隣接者との土地売却交渉

（隣接者８名）

○Ｈ２４年５月

一部売却可能＋それぞれから

解体費だしてもらう調整

○Ｈ２４年５月末日

解体費全額集金可能へ

○Ｈ２４年６月集金

＋解体工事手配へ

○Ｈ２４年６月１日（土）

解体工事のお祓い

○7/2～解体工事開始（工期2週間）

○H２４.６.１５まで

コンタクト数 170件

（電話111件 訪問28件 アポ18件 その他）

のべコンタクト時間 ６４時間２０分

※仕事の合間に動いた為効率悪かった



連絡・通知をしても所有者は解体してくれない・・・できない。問 題

何をどうしたら？ 誰に相談したら？ わからない？原因の一つ

建物・土地・相続・境界・高齢化・ご近所・お金なし・・・etc
本当の問題

がある

解決方法

の一つ

成功報酬として神明町９番地内の物件では土地売買の仲介手数料４万円。

実験結果

打合せのコンタクト数・コーディネートのコストがあわないので民間ではできない

難しい物件でもカルテを作りプロが対応していけば解決できる

解決の為の方向性はみえてきている



街区の大きさ （通路の確保？）



通路・道路の接続について



①幅員２ｍ未満の通路への接続

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

問題：土地面積提供・工事費捻出



②幅員２ｍ以上の通路への接続

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

問題：土地面積提供・工事費捻出



③幅員４ｍ以下みなし道路or私道への接続

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

ⅰ市道認定

ⅱ私道指定

ⅲ市の管理

（除雪）

ⅳ固資税

ⅴ開発協議

ⅵ（できる・できない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（する・しない）

（課税・非課税）

（ 要 ・ 不 要）

条件

問題：土地面積提供・工事費捻出





□ モデル地区内(神明町)街歩き



鶴岡税務署管内資産税協議会

宅建業協会・司法書士会・土地家屋調査士会
・行政書士会 ４団体参加の協議会

H24年～私が会長を務め、各団体から理事を選出



官と民がぶつかり
百年の計を間違えた
開発となった指導事例

（ 昔話 H18年 時効かな？ ）



H17～H18の
2年間

市と協議した

before



H17～H18の
2年間

市と協議した

before



H17～H18の
2年間

市と協議した

before



H17～H18の
2年間

市と協議した

before



H17～H18の
2年間

市と協議した

before



地権者の方が
もう待てないと
H19年に工事

after

完
成
・

年
の
大
計
を

間
違
え
た

100











向かい側に隅切りを

作るよう指導

隅切り用地の無駄

な土地ができ、交差

点も変則になってし

まった（道路中心線

も変わった）



特定非営利活動法人

NPOつるおかランド・バンク （平成２５年１月２２日 法人許可）

ランド・バンク事業が、将来・未来に方向性を示していく

プロが不動産の売買・賃貸・相続登記・境界問題・・・

リフォーム etc. 問題解決の窓口となっていける。

つるおかランド・バンクは、中心市街地の空洞化をおこしている居住地域
を活性化させ、元気な街にさせていく事を目的としています。

その手法として、空家・空き地・狭隘道路を一体の問題として捉え、その
不動産を動かすときに、所有者などのステークホルダーから協力をいただ
き問題を解決し、生活しやすい環境に小規模ではあるが、それを連鎖させ
て再生させていきます。不動産に関わる有資格者の専門家が、集合して
対応する「プロボノ」のＮＰＯ法人です。（H25.03.01)

目

的

空き家・空地が動く そのチャンスに、街の将来を見据えて

今から整備していく。（小規模連鎖型の区画再編事業）



Ⅰ.ＮＰＯつるおかランド・バンクの経緯、そして構成

・山形県宅地建物取引業協会鶴岡 ・山形県建設業協会
・司法書士 ・山形県土地家屋調査士会
・山形県行政書士会 ・山形県建築士会鶴岡・田川支部

経緯 ■平成16年5月 鶴岡市にて都市計画の【線引き】実施

郊外の無秩序な開発が・・・
中心市街地の空洞化を引き起こしている

中心地の空洞化問題は
郊外とは別問題ですよ!!

■平成18年度 中心居住地域の、低・未利用地等の利用・管理の方策・・・

（ 2モデル地区の調査実施 ）

■平成22年度 ランド・バンク研究会構想と空き家実態調査開始・・・・・・

■平成23年度 ランド・バンク研究会発足

無接道宅地に建つ、地権者2名、地上権者4名のうち2名（亡）、
誰も壊せないと思っていた危険家屋を、民間の力だけで解体
整地へ ⇒ 【2012’やまがた公益大賞】山形県知事より受賞

市

市

構成

・学術研究機関・金融機関・鶴岡市から・・・・・・・・理事参加

（ その構成員から有志による会員参加 ）

■平成24年度 NPO法人つるおかランド・バンク設立



【鶴岡市】 ＋ 【つるおかＬＢ】 による
（士業：プロ集団）

相談会開催
毎年3回
開催

■毎年送付している、固定資産税の納付書の中に、
開催日時･場所の書いた案内を同封して送付！

■市の広報や、地域誌などにも開催情報を発信

・宅建取引士 ・司法書士 ・土地家屋調査士
・行政書士 ・解体業者 ・建築士 etc…

＋市：建築課・環境課・・の参加で相談の一元化



平成30年空き家相談会チラシ



大
盛
況

市建築課

環境課

+

ランドバンク

共催

平成２７年 ３回 実施 計８２組 来場

空き地・空き家 相談会開催



土地所有者 2名
建物所有者 5名

地上権者 3名
未相続 2名

12’ やまがた公益大賞受賞（危険家屋解決）



○Ｈ２４年１月～

権利者との面談開始

○Ｈ２４年２月末日

権利者全員の解体の同意

（しかし解体費資金捻出できず）

○Ｈ２４年３月～４月末日

隣接者との土地売却交渉

（隣接者８名）

○Ｈ２４年５月

一部売却可能＋それぞれから

解体費だしてもらう調整
○7/2～解体工事開始（工期2週間）
○7月下旬 解体工事完了

■ H24.7.25まで

コンタクト数 220件

（電話143件 訪問35件 アポ27件 その他）

のべコンタクト時間 79時間２０分

※仕事の合間に動いた為効率悪かった

・宅建業者 仲介手数料 41,000円
・司法書士 所有権移転 3物件
・土地家屋調査士 滅失･分筆登記 5物件
・建設業者 解体工事 2棟分

仕事となった内容履 歴



● コーディネート助成金の誕生 （ファンド誕生）

ランド･バンク研究会

無接道宅地に建つ、地権者2名、地上権者3名のうち2名（亡）
20年以上空き家 誰も壊せないと思っていた危険家屋を
民間のＬＢの会員の力だけで解体整地・・・へ解決!

誰も手をつけないものを解決＝誰も取り組まなかっただけでした!



2012年にチャレンジ

プロが向かえば解体可能であった

しかし

コンタクト数・・・・・・・・・・ 220件

約80時間のべコンタクト時間・・・・

宅建業者の収入仲介手数料

コーディネート助成金

41,000円 だけ



①ランド・バンクファンドによる

助成事業

②空き家委託管理事業

③空き家コンバージョン事業

④空き家バンク事業

⑤ランド・バンク事業

つるおかランド･バンクの
業務内容メニュー



Ⅰ.まちのシンボル施設整備

◆空き家を、住民や高齢者の施設の交流・活動拠点、賑わいづくりのまちづくり商店等にコンバージョンする
建替え・改修費に助成

上限100万円 補助率1/2

Ⅱ.伝統的な城下町街区の保全

◆ 密集住宅地の細街路について、築造により街区内を通り抜け道路にしたり。 行き止まり道路の拡張により、
除雪ロータリーの通行を可能にするなど、伝統的な街区型は維持しつつも、住民の利便性を高め、都市機能の向
上に繋がる私道・市道の築造及び拡張整備費に助成。

上限100万円 補助率7/10

Ⅲ.良好なまちづくり整備

◆ 町内会等が空き地を利用し、通常期はコミュニティーガーデン、多目的広場、ゲートボール場等に利用し、
冬期間は、狭隘道路から排雪される雪捨て場として多機能に利用する場合等の整備費に助成。

上限100万円 補助率4/5

Ⅳ.コーディネート活動支援

◆中心市街地の権利が錯綜する空き家解体、敷地再編、転売等では権利者調整で多大な時間を要する。宅建業者、
行政書士、土地家屋調査士等の法的手数料にロスした部分の補填。

上限30万円 補助率4/5

①つるおかランド・バンクファンドによる助成

3,000万円のファンド



つるおか LBが空き家の安心をサポートいたします

②空き家委託管理事業



③空き家コンバージョン事業

・LB・建築士・
建設業者等
企画・プラン
積算・工事

シェアハウス
（活動拠点）

高齢者支援施設
（活動拠点）

カフェ・ギャラリー（
賑いづくり）

コミュニティーハウス
町公民館（活動拠点）

LBより、助成金 上限100万円補助率1/2





日時：2016年1月26日・27日 場所：国際会議場井深大ホール

日本都市計画学会 第39回 都市計画セミナー


